
 

 

 

第１号様式（第８条関係） 

 

大阪市城東区役所広告掲出申込書 

 

 

                            令和  年  月  日 

大阪市長 様 

 

所在地                   

名称                    

ふりがな 

代表者職・氏名              

生年月日 T・Ｓ・Ｈ 年 月 日 （男・女） 

電話番号                  

ＦＡＸ                   

Ｅ－ｍａｉｌ                

担当者職・氏名               

 

 

 

 

城東区役所の所管に属する広告施設への広告掲出を行いたいので、次のとおり申し込

みます。 

 

記 

 

１．広告の種類 

 

 

２．掲出希望枠数 

 

         

３. 掲出場所 

 

 

４．掲出希望期間 

  令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

   

５．広告料 

  １枠あたり 金        円（税込） 

  （合計      円×  枠＝       円） 

 

 



 

 

 

６．確認事項 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．アンケート 

今回の募集をどのような形でお知りになりましたか？ 

該当する番号に○をしてください。（複数回答可） 

１ 大阪市ホームページを見た  

２ 大阪市が配信する広告事業メールマガジンを見た 

３ 広告代理店から紹介された  

４ 知人から紹介された 

５ その他（             ） 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

　 大阪市では、最新の募集情報をメールマガジンで配信しています。配信
　希望の方には、パソコンからこちらに空メールを送っていただきますと、
　登録メールをお送りします。

　　　　　　　　osakap1@mmag.city.osaka.lg.jp

登録無料!!

osaka.entry6@mmag.city.osaka.lg.jp

確認されましたら、□にチェックを入れて下さい。）  

□大阪市行政財産広告取扱規則及び大阪市城東区役所行政財産広告掲出要領を 

遵守します。また、次に掲げる要件をすべて満たしています。 

□(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。 

□(2) 大阪市税の滞納がないこと。 

□(3) 暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者のいずれにも 

該当しないこと。 

 注意 ・暴力団排除のため個人情報を警察に照会することがあります。 

・暴力団排除のため団体の役員名簿等の提出を求めることがあります。 

・上記に掲げる者に該当する者と大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は 

大阪市の調査により判明した場合は、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び 

大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、 

その旨を公表することがあります。 



 

 

第２号様式（第９条関係） 

 

                 大城総第    号  

令和  年 月 日  

 

          様 

 

大阪市長                       

 

大阪市城東区役所広告事業者決定通知書 

 

先に実施した大阪市城東区役所の広告事業者の公募について、次のとおり広告事業者を決

定したので通知します。 

  

記 

 

１ 選 考 日       

   令和  年  月  日 

 

 

２ 貴社の結果 

  

 

 

３ 決定広告事業者 

 

 

 

４ 問い合わせ      

  城東区役所総務課 

  06-6930-9625 

 



 

 

第３号様式（第９条関係） 

 

                 大城総第    号 

令和  年 月 日 

 

          様 

       大 阪 市 長 

（城東区役所総務課） 

                          

 

大阪市城東区役所広告掲出予定者決定通知書 

 

令和  年  月  日付けで、申込みがありました広告の掲載について、次のとおり

決定したので通知します。 

  

記 

 

１．決 定 区 分       

□ 掲載する 

  □ 掲載しない 

     理 由 

 

 

２．掲出場所 

   

 

３．掲出枠数 

   枠 

             

４．掲出期間 

  令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

 

５．広告料 

金       円（税込） 

（内訳        円×  枠） 

 

 



 

 

 

 

第 4号様式（第 10条関係） 

  

 

大阪市城東区役所広告掲出許可申請書 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長 様 

 

申請者 住 所   

氏 名   

 

 

 

 

 

 

次のとおり、貴市の行政財産を広告掲出のため使用したいので、許可くださるよう 

申請します。 

 

記 

 

1 名  称  大阪市城東区役所 

 

 

2 所 在 地  大阪市城東区中央 3 丁目 5 番 45 号（住居表示） 

 

 

3 使用面積又は数量  

 

 

4 広告掲出の期間  令和  年  月  日から令和  年  月  日 

 

5 添付資料 

①位置図  ②広告原稿  ③その他市長が必要と認める資料 

 

担 当 者 名    

連 絡 先   

E - M A I L   



 

 

第５号様式（第 10条関係） 

 

大阪市城東区役所広告掲出許可書 

                         

大阪市指令城総第    号 

令和  年  月  日 

 

広告掲出者 住所 

 氏名         様 

 

大阪市長          

（城東区役所総務課） 

 

 

令和  年  月  日付けをもって申請のあった本市城東区役所管理の行政財産を広

告掲出のため使用することについては、地方自治法第 238 条の４第７項の規定に基づき、

行政財産の用途・目的を妨げない範囲内で次の条項により許可する。 

 

 

記 

 

（使用物件） 

第１条 使用を許可する物件（以下「広告施設」という）は、次のとおりとする。 

所  在  大阪市城東区中央 3丁目 5番 45 号（住居表示） 

名  称  大阪市城東区役所 

面積又は数量       

使用部分  詳細別図のとおり 

（用  途） 

第２条 広告掲出の許可を受けた者（以下「広告掲出者」という。）は、前記の物件を広告

掲出の用に供するものとする。 

（広告掲出の期間） 

第３条 広告掲出の期間は、令和  年  月  日から令和  年  月  日までと

する。 

２ 広告掲出の期間満了後、引き続き広告掲出の許可を受けようとするときは、期間満了

前 30日までに申請しなければならない。



 

 

 

（広告料） 

第４条 広告掲出のための広告施設の使用にかかる使用料（以下「広告料」という。）は、

総額     円（消費税及び地方消費税を含む。）とし、別途発する納入通知書により

納期限までに納入しなければならない。 

２ 既納の広告料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この 

  限りでない。 

（延滞金） 

第５条 納期限までに広告料を納入しない場合において、督促状の指定期限までに納入し

ないときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例に基づき計算した延滞金を納

入しなければならない。 

（広告の作成、掲出及び撤去等） 

第６条 広告は広告掲出者の責任及び負担で作成するものとする。 

２ 広告掲出者は掲出する広告を令和  年  月  日までに、大阪市城東区役所総務

課に提出するものとする。 

３ 広告の掲出及び撤去に関する作業は原則として広告掲出者が行う。ただし、協議の結

果、大阪市が行うこともできることとする。 

（広告内容等の修正） 

第７条 市長は、広告の内容、デザイン等が各種法令等または大阪市城東区役所行政財産

広告掲出要領に違反し、あるいはそのおそれがあると判断したときは、広告掲出者に対

して広告の内容等の修正を求めることができる。 

（広告内容等の変更） 

第８条 広告掲出者は、広告の内容等を変更するときは、変更の 14日前までに大阪市城東

区役所総務課に協議するものとする。 

（許可の取消し等） 

第９条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、広告掲出の許可の全部若しくは 

 一部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により広告掲出の許可を受けたとき 

(2) 広告掲出者が、大阪市財産条例（昭和 39 年大阪市条例第８号）、大阪市財産規則（昭

和 39 年大阪市規則第 17 号）若しくは大阪市行政財産広告取扱規則（平成 19 年大阪市

規則第 53 号）（以下「条例等」という。）若しくは当該広告掲出の許可に付した条件に

違反し、又は条例等に基づく指示に従わないとき 

(3) 大阪市城東区役所行政財産広告掲出要領第２条または第３条のいずれかに該当する

と判明したとき。 

(4)  指定する期日までに広告料の納付がないとき 

(5)  指定する期日までに広告の提出がないとき 

(6)  第７条の規定による広告内容の修正を広告掲出者が行わないとき 

(7)  広告内容等が、各種法令または大阪市城東区役所行政財産広告掲出要領に違反して

いる、あるいはそのおそれがあるときで、第７条の規定によっても解消できないとき 

 (8) 本市の事務又は事業の遂行上必要があるとき 



 

 

 (9) 市長が公益上その他特別の事由があると認めるとき 

（広告掲出の取下げ） 

第 10条 広告掲出者は自己の都合により広告の掲出を取り下げることができる。 

２ 前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、広告掲出者は書面により市長に申し

出なければならない。 

３ 第１項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、既納の広告料は還付しない。 

（原状回復義務） 

第 11条 広告掲出の許可の期間が満了し、又は広告掲出の許可を取り消されたときは、広

告掲出者は、直ちに、広告又は広告を掲出する物件を撤去し、広告施設を原状に復さな

ければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

（損害賠償） 

第 12条 広告掲出者は、その責に帰する理由により、広告施設の全部又は一部を滅失又は

き損したときは、当該滅失又はき損による広告施設の損害額に相当する金額を損害賠償

として支払わなければならない。ただし、広告施設を原状に復した場合は、この限りで

ない。 

２ 前項に定める場合のほか、広告掲出者は、本許可書に定める義務を履行しないため本

市に損害を与えたときは、損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければな

らない。 

（維持管理） 

第 13 条 掲示中の広告は、広告掲出者が維持管理を行い、常時適正な状態に保つこととし、

これに要する費用は広告掲出者の負担とする。 

（広告掲出者の責務） 

第 14条 広告掲出者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものと

する。 

２ 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告掲出

者の責任及び負担において解決することとする。 

（疑義の決定） 

第 15 条 本許可の各条項に関し疑義があるときその他広告施設の使用について疑義を生じ

たときは、すべて市長の決定するところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
（不服申立ての教示） 

１ この許可について不服がある場合は、この許可があったことを知った日の翌日から起算して３

箇月以内に、大阪市長に対して審査請求をすることができる。 

２ この許可については、上記１の審査請求のほか、この許可があったことを知った日の翌日から

起算して６箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長とな

る。）、処分の取消しの訴えを提起することができる。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができる。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この許可（審査請求をした場合には、その審査請求に対

する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の

取消しの訴えを提起することができなくなる。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこ

の許可（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して

１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合がある。 



 

 

 

 

第 6 号様式（第 17条関係） 

 

大阪市城東区役所広告掲出変更許可申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 

大阪市長 様 

 

申請者 住 所   

氏 名   

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令城総第   号により広告掲出のため使用許

可いただきました物件につきまして、次のとおり変更したいので、許可くださるよう申

請します。 

 

記 

 

1 名  称  大阪市城東区役所 

 

 

2 所 在 地  大阪市城東区中央 3丁目 5番 45 号（住居表示） 

 

 

3 使用面積又は数量 

 

 

4 使用期間           

 

 

5 添付資料 

①位置図  ②広告原稿  ③変更理由書 

④その他市長が必要と認める資料 

担 当 者 名    

連 絡 先   

E - M A I L   



 

 

 

第７号様式（第 17条関係） 

 

大阪市城東区役所広告掲出変更許可書 

 

大阪市指令城総第    号 

令和  年  月  日 

広告掲出者 住所 

 氏名         様 

大阪市長         

（城東区役所総務課）    

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令城総第    号により本市城東区役所管理の

行政財産を広告掲出のため使用許可した物件について、令和  年  月  日付けをも

って申請があったので、次の条項により許可する。 

 

記 

（使用物件） 

第 1条 物件は、次のとおりとする。 

所  在  大阪市城東区中央 3丁目 5番 45 号（住居表示） 

名  称  大阪市城東区役所 

使用部分  詳細別図のとおり 

（許可の変更） 

第 2条 次のとおり変更を許可する。 

（広告料） 

第 3条 広告料は、総額     円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

（変更許可日） 

第 4条 変更許可日は、令和  年  月  日とする。 

（その他条件） 

第 5条 この変更許可書に記載のない事項については､令和  年  月  日付け大阪市

指令城総第    号による広告掲出許可書記載のとおりとする。 



 

 

 

 

（不服申立ての教示） 

１ この許可について不服がある場合は、この許可があったことを知った日の翌日から起算して３

箇月以内に、大阪市長に対して審査請求をすることができる。 

２ この許可については、上記１の審査請求のほか、この許可があったことを知った日の翌日から

起算して６箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長とな

る。）、処分の取消しの訴えを提起することができる。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができる。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この許可（審査請求をした場合には、その審査請求に対

する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の

取消しの訴えを提起することができなくなる。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこ

の許可（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して

１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合がある。 


